
たたき台 １

平成26年９月３日 大阪市特別職報酬等審議会配付資料

○市長の給料及び退職手当

・パターン１（退職手当廃止し、相当額を給料月額に復元）

カット前 （カット後）

給料月額 (▲ 42% )

1,420,000 円 820,000 円 

(▲ 42% )

15,099,480 円 

退職手当 39,532,800 円 
（▲ 81%）

7,511,232 円 － － －

(▲ 53% )

67,909,152 円 

注）一般職並みの改定：前回の報酬額改定時から平成26年４月までの大阪市幹部職員の給与改定率（▲5.49％）を参考とした数値

・パターン２（退職手当廃止し、50％相当額を給料月額に復元）

カット前 （カット後）

給料月額 (▲ 42% )

1,420,000 円 820,000 円 

(▲ 42% )

15,099,480 円 

退職手当 39,532,800 円 
（▲ 81%）

7,511,232 円 － － －

(▲ 53% )

67,909,152 円 

注）一般職並みの改定：前回の報酬額改定時から平成26年４月までの大阪市幹部職員の給与改定率（▲5.49％）を参考とした数値

・パターン３（退職手当廃止）

カット前 （カット後）

給料月額 (▲ 42% )

1,420,000 円 820,000 円 

(▲ 42% )

15,099,480 円 

退職手当 39,532,800 円 
（▲ 81%）

7,511,232 円 － － －

(▲ 53% )

67,909,152 円 

注）一般職並みの改定：前回の報酬額改定時から平成26年４月までの大阪市幹部職員の給与改定率（▲5.49％）を参考とした数値

退職手当を含む
4年間総額
の改定率

144,124,320 円 ▲ 31.8% ▲ 34.0% ▲ 38.0% 

年収の改定率 26,147,880 円 ▲ 6.0% ▲ 9.1% ▲ 14.6% 

改定の考え方

・ 地域手当廃止し、相当
額を給料月額に復元
・  一般職並みの改定
　　　  　　　　▲　６％程度

・ 地域手当廃止 ・ 地域手当廃止
・ 一般職並みの改定
　　　　　　　　▲　６％程度

退職手当を含む
4年間総額
の改定率

144,124,320 円 ▲ 18.9% ▲ 20.3% ▲ 25.1% 

現行
改定案１ 改定案２ 改定案３

年収の改定率 26,147,880 円 + 11.7% + 9.8% + 3.2% 

改定の考え方

・ 地域手当廃止し、相当
額を給料月額に復元
・  一般職並みの改定
　　　   　　　　▲　６％程度

・ 地域手当廃止 ・ 地域手当廃止
・ 一般職並みの改定
　　　　　　　　▲　６％程度

退職手当を含む
4年間総額
の改定率

144,124,320 円 ▲ 6.1% ▲ 6.6% ▲ 12.2% 

現行
改定案１ 改定案２ 改定案３

年収の改定率 26,147,880 円 + 29.4% + 28.7% + 20.9% 

改定の考え方

・ 地域手当廃止し、相当
額を給料月額に復元
・  一般職並みの改定
　　　   　　　　▲　６％程度

・ 地域手当廃止 ・ 地域手当廃止
・ 一般職並みの改定
　　　　　　　　▲　６％程度

現行
改定案１ 改定案２ 改定案３



たたき台 ２

平成26年９月３日 大阪市特別職報酬等審議会配付資料

○副市長の給料

カット前 （カット後）

給料月額 (▲ 28% )

1,130,000 円 810,000 円 

(▲ 28% )

14,915,340 円 

注）一般職並みの改定：前回の報酬額改定時から平成26年４月までの大阪市幹部職員の給与改定率（▲5.49％）を参考とした数値

○副市長の退職手当

カット前 （カット後）

(▲ 50% )

12,746,400 円 

※現行の退職手当は、在職月数を48月（４年）として算出

▲ 50.0% 
退職手当
の改定率

25,492,800 円 0.0% ▲ 19.1% 

改定案３改定案１

改定案３

改定の考え方

・ 政令指定都市平均
　（大阪市を除く19都市）

・ 現行の支給率を半減
　（現行カット後水準）

・ 地域手当廃止
・ 一般職並みの改定
　　　　　　　　▲　６％程度改定の考え方

・ 地域手当廃止

年収の改定率 ▲ 9.1% ▲ 14.6% 

現行

現行
改定案２

改定案２

（算出方法）
給料月額×在職月数×47/100

20,807,820 円 

・ 地域手当廃止し、相当
額を給料月額に復元
・  一般職並みの改定
　　　   　　　　▲　６％程度

▲ 6.0% 

改定案１

・ 現行の支給率を維持



たたき台 ３

平成26年９月３日 大阪市特別職報酬等審議会配付資料

○議員報酬

カット前 （カット後）

報酬月額

議長 (▲ 20% )

1,200,000 円 960,000 円 

副議長 (▲ 20% )

1,060,000 円 848,000 円 

常任委員長 (▲ 20% )

1,010,000 円 808,000 円 

常任副委員長 (▲ 20% )

990,000 円 792,000 円 

議員 (▲ 20% )

970,000 円 776,000 円 

(▲ 14% )

17,208,000 円 

(▲ 14% )

15,200,400 円 

(▲ 14% )

14,483,400 円 

(▲ 14% )

14,196,600 円 

(▲ 14% )

13,909,800 円 

注）一般並みの改定：前回の報酬額改定時から平成26年４月までの大阪市幹部職員の給与改定率（▲5.49％）を参考とした数値

○政務活動費

カット前 （カット後）

月額 (▲ 10% )

570,000 円 513,000 円 

(▲ 10% )

6,156,000 円 
年額ベースの改定率

年収の改定率

改定案２

・現行の政務活動費（カッ
ト後）に改定
・政令五大市の平均的水
準

改定の考え方

改定案２

議員 ▲ 14.3% 

・ 現行（カット後）の年額報
酬水準に改定

常任委員長 ▲ 14.4% 

常任副委員長 ▲ 14.3% 

20,088,000 円 議長 ▲ 14.3% 

副議長 ▲ 14.3% 

改定の考え方

17,744,400 円 

16,907,400 円 

16,572,600 円 

16,237,800 円 

▲ 6.0% 

▲ 6.0% 

6,840,000 円 ▲ 10.0% 

現行

現行

改定案１

・ 一般職並みの改定
　　　　　　　　▲　６％程度

▲ 6.0% 

▲ 6.0% 

▲ 6.0% 

改定案１

・現行の政務活動費を維
持

0.0% 


